


神
山
町
議
会
９
月
定
例
会
が
平
成
２６

年
９
月
１０
日
か
ら
９
月
１８
日
ま
で
の
会

期
で
開
会
さ
れ
ま
し
た
。

定
例
会
で
は
、
平
成
２６
年
度
一
般
会

計
補
正
予
算
の
ほ
か
１６
議
案
を
審
議
、

報
告
２
件
を
含
め
、
す
べ
て
原
案
ど
お

り
可
決
・
承
認
さ
れ
ま
し
た
。

詳
細
に
つ
い
て
は
次
の
と
お
り
で

す
。補

正
予
算

■
専
決
第
７
号
、
平
成
２６
年
度
神
山
町

一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
３
号
）
に

つ
い
て

歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
４
億
８
２
７
０

万
円
を
追
加
し
、
総
額
４９
億
４
０
７
２

万
円
と
し
ま
し
た
。
災
害
復
旧
費
の
増

額
な
ど
に
よ
る
も
の
で
す
。

■
平
成
２６
年
度
神
山
町
一
般
会
計
補
正

予
算
（
第
４
号
）
に
つ
い
て

歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
３
７
１
５
万
８

千
円
を
追
加
し
、
総
額
４９
億
７
７
８
７

万
８
千
円
と
し
ま
し
た
。
教
育
費
の
増

額
な
ど
に
よ
る
も
の
で
す
。

■
平
成
２６
年
度
神
山
町
国
民
健
康
保
険

特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
２
号
）
に

つ
い
て

歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
１
６
８
６
万
１

千
円
を
追
加
し
、
総
額
９
億
７
５
９
８

万
７
千
円
と
し
ま
し
た
。
療
養
給
付
費

交
付
金
の
増
額
な
ど
に
よ
る
も
の
で

す
。

■
平
成
２６
年
度
神
山
町
介
護
保
険
特
別

会
計
補
正
予
算
（
第
２
号
）
に
つ
い

て歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
２８
万
８
千
円
を

追
加
し
、
総
額
９
億
８
６
５
１
万
５
千

円
と
し
ま
し
た
。
地
域
支
援
事
業
費
の

増
額
な
ど
に
よ
る
も
の
で
す
。

決
算
認
定

■
平
成
２５
年
度
神
山
町
一
般
会
計
歳
入

歳
出
の
決
算
認
定
に
つ
い
て

■
平
成
２５
年
度
神
山
町
国
民
健
康
保
険

特
別
会
計
歳
入
歳
出
の
決
算
認
定
に

つ
い
て

■
平
成
２５
年
度
神
山
町
簡
易
水
道
事
業

特
別
会
計
歳
入
歳
出
の
決
算
認
定
に

つ
い
て

■
平
成
２５
年
度
神
山
町
介
護
保
険
特
別

会
計
歳
入
歳
出
の
決
算
認
定
に
つ
い

て
■
平
成
２５
年
度
神
山
町
後
期
高
齢
者
医

療
特
別
会
計
歳
入
歳
出
の
決
算
認
定

に
つ
い
て

決
算
額
等
に
つ
い
て
は
、
３
ペ
ー
ジ

に
記
載
し
て
い
ま
す
。
ご
参
照
く
だ
さ

い
。

条
例
制
定

■
神
山
町
家
庭
的
保
育
事
業
等
の
設
備

及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る

条
例
の
制
定
に
つ
い
て

児
童
福
祉
法
第
３４
条
の
１６
第
１
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
基
準
を
定
め
ま
し

た
。

■
神
山
町
特
定
教
育
・
保
育
施
設
及
び

特
定
地
域
型
保
育
事
業
の
運
営
に
関

す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
制
定
に

つ
い
て

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
第
３４
条
第

２
項
及
び
第
４６
条
第
２
項
の
規
定
に
基

づ
き
、
基
準
を
定
め
ま
し
た
。

■
神
山
町
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業

の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を

定
め
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

児
童
福
祉
法
第
３４
条
の
８
の
２
第
１

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
基
準
を
定
め
ま

し
た
。

子
ど
も
子
育
て
新
制
度
で
は
、
改
正

さ
れ
た
児
童
福
祉
法
に
基
づ
く
許
可
等

を
前
提
と
し
、
施
設
・
事
業
者
が
運
営

基
準
等
を
み
た
し
て
い
る
こ
と
を
確
認

し
て
、
子
ど
も
の
た
め
の
教
育
・
保
育

給
付
を
行
う
こ
と
と
な
っ
て
お
り
、
こ

の
た
め
の
施
設
等
の
許
可
や
運
営
の
基

準
を
、
町
が
条
例
で
定
め
る
こ
と
と
さ

れ
た
た
め
、
こ
れ
ら
３
つ
の
条
例
を
制

定
し
ま
し
た
。

■
神
山
町
重
度
心
身
障
害
者
等
に
対
す

る
医
療
費
の
助
成
に
関
す
る
条
例
の

一
部
改
正
に
つ
い
て

第
３
条
第
３
項
第
３
号
た
だ
し
書
き

中
「
第
４
条
第
３
項
第
２
号
」
を
「
第

１３
条
の
２
第
２
項
第
１
号
」
に
改
め
ま

し
た
。

そ
の
他

■
過
疎
地
域
自
立
促
進
計
画
の
一
部
変

更
に
つ
い
て

給
食
施
設
立
替
工
事
等
に
よ
り
計
画

の
一
部
を
増
額
し
ま
し
た
。

■
平
成
２６
年
度
神
山
町
簡
易
水
道
集
中

監
視
シ
ス
テ
ム
更
新
事
業
請
負
契
約

の
締
結
に
つ
い
て

工
期
を
平
成
２７
年
３
月
２５
日
ま
で
と

す
る
な
ど
の
契
約
を
締
結
し
ま
し
た
。

■
教
育
委
員
会
委
員
の
任
命
に
つ
い
て

大
家
清
介
氏
（
下
分
）
の
任
命
に
つ

い
て
同
意
を
得
ま
し
た
。

報
告

■
健
全
化
判
断
比
率
報
告
に
つ
い
て

財
政
健
全
化
の
判
断
基
準
と
な
る
実

質
赤
字
比
率
・
連
結
実
質
赤
字
比
率
・

実
質
公
債
費
比
率
・
将
来
負
担
比
率
に

つ
い
て
、
基
準
値
を
大
き
く
下
回
っ
て

お
り
良
好
で
あ
り
ま
し
た
。

■
資
金
不
足
比
率
報
告
に
つ
い
て

神
山
町
簡
易
水
道
事
業
特
別
会
計
経

営
健
全
化
資
金
不
足

比
率
に
つ
い
て
、
資

金
不
足
比
率
は
算
出

さ
れ
ず
良
好
で
あ
り

ま
し
た
。

神
山
町
議
会

９
月
定
例
会

２広報かみやま No.２９５



地方交付税
2,355,488 千円

47.0%

地方交付税
2,355,488 千円

47.0%

町債
527,800 千円
10.5%

町債
527,800 千円
10.5%

県支出金
284,756 千円
5.7%

県支出金
284,756 千円
5.7%

国庫支出金
602,647 千円
12.0%

国庫支出金
602,647 千円
12.0%

地方譲与税
85,908 千円
1.7%

地方譲与税
85,908 千円
1.7%

その他
95,197 千円
1.9%

その他
95,197 千円
1.9%

町税
531,228 千円
10.6%

町税
531,228 千円
10.6%

繰越金
178,624 千円
3.6%

繰越金
178,624 千円
3.6%

諸収入
109,729 千円  2.2%

諸収入
109,729 千円  2.2%

分担金・負担金
46,856 千円  
0.9%

分担金・負担金
46,856 千円  
0.9%

使用料・手数料
41,118 千円  0.8%
使用料・手数料
41,118 千円  0.8%

その他
155,477 千円
 3.1%

その他
155,477 千円
 3.1%

歳 入

自主財源
1,063,032 千円

21.2%

自主財源
1,063,032 千円

21.2%

依存財源
3,951,796 千円

78.8%

依存財源
3,951,796 千円

78.8%

商工費
22,310 千円
0.5%

商工費
22,310 千円
0.5%

総務費
1,199,777 千円

25.5%

総務費
1,199,777 千円

25.5%

民生費
950,480 千円
20.3%

民生費
950,480 千円
20.3%公債費

569,180 千円
12.2%

公債費
569,180 千円
12.2%

消防費
559,625 千円
12.0%

消防費
559,625 千円
12.0%

教育費
447,444 千円
9.6%

教育費
447,444 千円
9.6%

農林水産費
276,224 千円
5.9%

農林水産費
276,224 千円
5.9%

土木費
265,089 千円
5.7%

土木費
265,089 千円
5.7%

衛生費
235,926 千円 5.0%

衛生費
235,926 千円 5.0%

災害復旧費
83,648 千円 1.8%
災害復旧費

83,648 千円 1.8%

歳 出

議会費
70,855 千円
1.5%

議会費
70,855 千円
1.5%

平
成
２５
年
度
決
算
の
状
況
は
次
の
と
お
り
で
す
。

（
神
山
町
公
表
第
５１
号
）（単位：千円）

差 引

１３４，２２８

１５，０３５

１１，４６１

１７６

歳 出

９０９，１１６

１６３，３３９

９１８，９６４

１２３，０４６

歳 入

１，０４３，３４４

１７８，３７４

９３０，４２５

１２３，２２２

区 分

国 民 健 康 保 険 特 別 会 計

簡 易 水 道 事 業 特 別 会 計

介 護 保 険 特 別 会 計

後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計

特別会計決算

地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成１９年法律第９４号）の規定により、次のとお
り公表します。
＜比率の説明＞
・実質赤字比率………一般会計等の実質赤字の標準財政規模に対する比率
・連結実質赤字比率…全ての会計の実質赤字の標準財政規模に対する比率
・実質公債費比率……一般会計などにおける地方債の償還や公営企業が借り入れた地方債の償

還に対する一般会計からの繰出金などの標準財政規模に対する比率
・将来負担比率………第三セクターなども含め、一般会計等が将来負担すべき実質的な債務の

標準財政規模に対する比率

（単位：％）

注：実質赤字額又は連結実質赤字額がない場合及び実質公債費比率又は将来負担比率が算定されない場合
「－」の記載となる。

注：４つの比率のうち１つでも「早期健全化基準」（黄信号）に達すると財政健全化計画を策定しなけれ
ばならない。

（平成２６年神山町公表第４９号） （単位：千円）

事業の規模
８９，４９７千円

注：資金不足額（赤字額）がない場合「－」の記載となる。
注：健全化法施行令１７条第３号の規定により事業の規模を算定

決 算 に 基 づ く 健 全 化 判 断 比 率
お よ び 資 金 不 足 比 率 に つ い て

資金不足比率
－

特別会計の名称
神山町簡易水道事業特別会計

（平成２６年神山町公表第４８号）

健全化判断比率
（４つの比率）

資金不足比率

平成
２５年度

将来負担比率
－

３５０．０

実質公債費比率
４．０
２５．０

連結実質赤字比率
－
２０．０

実質赤字比率
－
１５．０

神山町の比率
早期健全化基準

町
財
政
状
況

歳 出歳 入

平成２６年１１月１５日発行３



（平成２６年 神山町公表第５０号）

神山町財政状況の公表に関する条例の規定により、平成２６年度上半期の財政の状況を公表します。

平成２６年１０月１４日 神山町長 後 藤 正 和

０ 千円� 一時借入金

予算執行状況１
区分

予算額
歳 入 歳 出

（単位：千円）

会計別 収 入 済 額 収入率�%） 支 出 済 額 支出済率�%）

一 般 会 計 ５，３８１，４３９ ２，５３２，０４９ ４７．１ ２，００９，８５５ ３７．３

国民健康保険特別会計 ９７５，９８７ ５２３，７１９ ５３．７ ４３５，１１６ ４４．６

簡易水道事業特別会計 ７３３，５８０ １７６，９４９ ２４．１ １５２，７４２ ２０．８

介 護 保 険 特 別 会 計 ９８６，５１５ ４５４，４０７ ４６．１ ４０５，４８０ ４１．１

後期高齢者医療特別会計 １２５，９２５ ６１，０１２ ４８．５ ２０，４８７ １６．３

合 計 ８，２０３，４４６ ３，７４８，１３６ ４５．７ ３，０２３，６８０ ３６．９

区 分

行政財産

� 公 有 財 産

敷地面積
（㎡）

建 物 面 積（㎡）
現況・その他

木 造 非木造 計

庁 舎 １９，３７２．９８ ６．９０ ２，６５２．２２ ２，６５９．１２ 本庁・支所

社会福祉
施 設

２４，１２５．３５ １，０４２．９５ １０，５２８．９６ １１，５７１．９１
保育所２・老人ホーム
神山温泉

保健衛生
施 設

２９，６８２．００
１，０９０．１５ １，０９０．１５ 環境センター
２２６．５４ ２２６．５４ リサイクルセンター

消防施設 １，１６２．６２ ４４２．４６ １，６１８．８４ ２，０６１．３０ 格納庫兼詰所

小 学 校 ５７，８５１．３６ ６８３．０２ １５，１２８．２８ １５，８１１．３０

中 学 校 ３６，１７９．４２ １６７．７９ ９，５９１．００ ９，７５８．７９

給食センター ３９９．００ ２１４．００ ２１４．００ 調理場１・倉庫１

社会教育施設 ７，３６０．４５ ２，２０３．００ ４，７４９．８８ ６，９５２．８８ 公民館７・体育館

改善セン
タ ー 等

１，２３０．７８ １，２３０．７８
下分・左右内・鬼籠野・
阿川・基幹集落センター・
加工所

合 計 １７６，１３３．１８ ４，５４６．１２ ４７，０３０．６５ ５１，５７６．７７

区 分

普通財産

面 積

（単位：㎡）

土 地

山 林 １，６０７，１６０．６５

そ の 他 １３７，０１７．７２

計 １，７４４，１７８．３７

建 物

木 造

非 木 造 ２，２６７．２８

計 ２，２６７．２８

事 業 名 借入現在高
元 利 償 還 金

（単位：千円）

平成２６年９月３０日現在の事業別現在高及び平成２６年度
上半期の元利償還金は次のとおりです。

� 地方債現在高

元 金 利 子

一 般 単 独 事 業 債 ５９，９９５ １２，１２６ ９０５

公営住宅建設事業債 ２２，２１４ ３，４８３ ６３５

義務教育施設整備事業債 ６３，５７５ ６，４６６ １，１９７

災 害 復 旧 事 業 債 ２０３，４０８ １７，７９３ ８４３

過 疎 対 策 事 業 債 １，００６，００３ １０７，３４６ ４，４５９

財 源 対 策 債 １４，８６１ １，２２９ １５１

臨 時 財 政 特 例 債 １５，４１４ ２，３１３ ２６５

緊急防災・減災事業債 ６，８００ ０ １３

辺 地 対 策 事 業 債 １２７，６８４ １７，０５３ ６９３

臨 時 財 政 対 策 債 １，０４５，４０６ ８６，１５３ ５，２２６

一 般 会 計 分 計 ２，５６５，３６０ ２５３，９６２ １４，３８７

特 別 会 計 分 ４４１，９４３ １６，３２８ ６，８７０

合 計 ３，００７，３０３ ２７０，２９０ ２１，２５７

財産、地方債及び一時借入金２

平成２６年度上半期の財政状況 （平成２６年９月３０日現在）

４広報かみやま No.２９５
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神山町人事行政等の状況の公表に関する条例に基づき、次のとおり職員の任用、給与、服務や勤務条件等の人事

行政の運営状況について公表します。

平平成成２２５５年年度度 神神山山町町人人事事行行政政のの運運営営等等のの状状況況

H２６．４．１
１０
２４
１６
２０
２
４
１
７
２
３
７
１
０
６
２
０
０
１０５

H２５．４．１
９
２４
２１
１６
２
４
１
６
２
４
７
１
０
６
３
０
０
１０６

職 名
課 長 等
課 長 補 佐 等
係 長 等
主 事
技 師
所 長 等
副 所 長
総 括 主 任 保 育 士
主 任 保 育 士
保 育 士
主任業務員・業務員
主 任 工 手 ・ 工 手
運 転 手
用 務 員
調 理 員
主任支援・支援員
介 護 員

計

＊平成２５年４月１日現在の職員数には平成２５年度中の採用者を含みます。

▼定数条例から見た職員数

H２６と定数との比較

０

▲３３

▲１

▲１

▲２０

２

▲５３

H２６．４．１職員数

２

８８

併任 ０

併任 ０

１２

３

１０５

H２５．４．１職員数

２

８９

併任 ０

併任 ０

１２

３

１０６

定 数

２

１２１

１

１

３２

１

１５８

区 分

議 会 の 事 務 部 局

町 長 の 事 務 部 局

選挙管理委員会の事務部局

監 査 委 員 の 事 務 部 局

教 育 委 員 会 の 事 務 部 局

農 業 委 員 会 の 事 務 部 局

計

職名別職員数 （単位：人）１．職員の任免及び職員数に関する状況 （単位：人）

２．職員の給料の状況
� 初任給基準（H２５．４．１）

高校卒

１４０，１００円

１３５，６００円

� 特別職の報酬などの状況（H２５．４．１現在）

期 末 手 当

・６月期 報酬月額×１．１５×１．４０月分
・１２月期 報酬月額×１．１５×１．５５月分

短大卒

１５２，８００円

－

大学卒

１７２，２００円

－

月 額

２８４，０００円

２３４，０００円

１９５，０００円

区 分

一 般 行 政 職

技 能 労 務 職

区 分

議 長

副 議 長

議 員

報

酬

期 末 手 当

・６月期
給料月額×１．１５×１．４０月分

・１２月期
給料月額×１．１５×１．５５月分

＊H１９年４月から町長２０％、副町長１０％、教育長５％の給料の減額措置を実施しています。

� １人当たりの支給額（H２５．４．１）

平均年齢

４２．１歳

５２．０歳

条例の月額

７４６，０００円

５９７，０００円

５４１，０００円

平均給料月額

３１３，１２７円

３０２，４４７円

減額後の月額

５９６，８００円

５３７，３００円

５１３，９５０円

区 分

一 般 行 政 職

技 能 労 務 職

区 分

町 長

副 町 長

教 育 長

給

料

３．年次有給休暇取得状況
内 容

平均取得日数

１０．９日

取得総日数

１，１３５日

対象（全職員）

１０４人（休職者を除く）

休業の種類

（H２５年１～１２月）
年次有給休暇取得実績

５．職員研修及び勤務成績の評定状況
受講者

４人

４人

１人

０人

０人

２７人

５人

９人

８人

１人

研 修 名 等

課 長 級 研 修

課 長 補 佐 級 研 修

係 長 研 修

職 員 Ⅱ 研 修 （ ８ 年 目 ）

職 員 Ⅰ 研 修 （ ４ 年 目 ）

そ の 他 研 修 ６ 研 修

パ ソ コ ン 研 修

す だ ち 講 習 会

視 察 対 応 研 修

法 令 実 務 研 修

研 修 区 分

自 治 研 修 セ ン タ ー 等 研 修

市 町 村 振 興 協 会 研 修

職 場 研 修

市町村アカデミー研修（千葉県）

４．職員の分限及び懲戒処分等
処分者数

０人

０人

１人

０人

０人

０人

０人

０人

０人

０人

処分内容

免 職

降 任

休 職

降 給

失 職

免 職

停 職

減 給

戒 告

訓 告 ・ 厳 重 注 意 等

分 限 処 分

懲 戒 処 分

平成２６年４月１日現在
職員数

８９

１６

１０５

平成２６年４月１日
採用者数

５

０

５

平成２５年度中

退職者数

５

１

６

採用者数

７

０

７

平成２５年４月１日現在
職 員 数

８９

１７

１０６

年度

一般行政職

技能労務職

計

区分

（単位：人）

平成２６年１１月１５日発行５



�

�
�
�
�
�
�
��

	


��

�

�
�
�
�
�
�
�
�
�

９
月
６
日
（
土
）
か
ら
２１
日
（
日
）

ま
で
、
神
山
町
の
す
だ
ち
農
家
と
レ
ス

ト
ラ
ン
や
カ
フ
ェ
、
ベ
ー
カ
リ
ー
な
ど

東
京
都
内
の
こ
だ
わ
り
の
お
店
１２
店
舗

が
共
演
し
た
「
東
京
す
だ
ち
遍
路
」
が

無
事
に
終
了
し
ま
し
た
。

す
だ
ち
農
家
（
鬼
籠
野
／
み
ど
り

会
）と
と
も
に
、神
山
の
す
だ
ち
を
も
っ

と
都
会
の
方
に
知
っ
て
も
ら
う
た
め
、

様
々
な
ジ
ャ
ン
ル
の
店
舗
に
新
た
な
す

だ
ち
の
使
い
方
を
提
案
し
て
い
た
だ
き

ま
し
た
。

◎
誕
生
し
た
斬
新
な
メ
ニ
ュ
ー

参
加
い
た
だ
い
た
１２
店
舗
は
そ
れ
ぞ

れ
の
得
意
分
野
を
活
か
し
た
メ
ニ
ュ
ー

を
披
露
。「
バ
ー
ガ
ー
マ
ニ
ア
広
尾
店
」

は
自
家
製
す
だ
ち
チ
ー
ズ
と
す
だ
ち
を

た
っ
ぷ
り
使
っ
た
ソ
ー
ス
が
入
っ
た

「
フ
レ
ッ
シ
ュ
す
だ
ち
バ
ー
ガ
ー
」。

人
気
ラ
ー
メ
ン
店
「
ソ
ラ
ノ
イ
ロ
」
で

は
「
フ
ィ
ッ
シ
ュ
カ
ツ
す
だ
ち
尽
く
し

の
冷
製
麺
」
と
い
う
見
た
目
に
か
な
り

イ
ン
パ
ク
ト
が
あ
る
メ
ニ
ュ
ー
が
登

場
。こ

の
ほ
か
、
老
舗
和
菓
子
店
「
梅
花

亭
」
の
す
だ
ち
の
皮
と
果
汁
を
白
あ
ん

に
煉
り
こ
ん
で
作
っ
た
餡
の
す
だ
ち

餅
。
人
気
ベ
ー
カ
リ
ー
「
イ
ト
キ
ト
」

か
ら
は
、
た
っ
ぷ
り
の
す
だ
ち
を
使
っ

た
ワ
イ
ン
ソ
ー
ス
で
仕
上
げ
た
鳥
モ
モ

肉
と
舞
茸
、
さ
つ
ま
芋
を
挟
み
込
ん
だ

サ
ン
ド
ウ
ィ
ッ
チ
。
タ
イ
料
理
店
「
ペ

パ
カ
フ
ェ
・
フ
ォ
レ
ス
ト
」
は
す
だ
ち

を
ふ
ん
だ
ん
に
使
っ
た
メ
ニ
ュ
ー
が
七

品
も
登
場
。
中
で
も
Ｎ
Ｈ
Ｋ
『
今
日
の

料
理
』
に
も
出
演
の
吉
田
勝
彦
氏
の
中

華
料
理
店
「
ジ
ー
テ
ン
」
が
考
案
し
た

「
塩
す
だ
ち
」
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上

で
大
人
気
と
な
る
な
ど
、
多
く
の
東
京

の
お
客
様
に
神
山
の
す
だ
ち
を
味
わ
っ

て
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

◎
す
だ
ち
の
新
し
い
可
能
性

高
級
料
亭
で
は
お
馴
染
み
の
す
だ
ち

で
す
が
、
今
回
参
加
い
た
だ
い
た
普
段

着
の
若
者
が
集
う
よ
う
な
お
店
で
は
ほ

と
ん
ど
縁
が
な
く
、
だ
か
ら
こ
そ
料
理

人
の
方
々
も
興
味
津
々
。
提
供
し
た
す

だ
ち
が
傷
あ
り
の
並
品
だ
っ
た
に
も
関

わ
ら
ず
、
喜
ん
で
使
っ
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。
来
年
も
ぜ
ひ
参
加
し
た
い
と
い

う
声
も
い
た
だ
い
て
お
り
、
新
た
な
す

だ
ち
の
使
い
方
と
こ
れ
ま
で
に
な
い
販

路
も
見
え
て
き
ま
し
た
。

来
年
は
さ
ら
に
店
舗
数
を
拡
大
し
て

実
施
予
定
で
す
。
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神
山
町
内
の
８
店
舗
（
粟
カ
フ
ェ
、岳

人
の
森

観
月
茶
屋
、
神
山
温
泉
か
わ

せ
み
、
茶
房
松
葉
庵
、
梅
里
、
道
の
駅

温
泉
の
里
神
山
、
宮
本
製
菓
、
Ｙ
ｕ
ｓ

ａ
ｎ

Ｐ
ｉ
ｚ
ｚ
Ａ
）
に
ご
参
加
い
た
だ

い
た
「
東
京
す
だ
ち
遍
路

神
山
編
」
で

す
が
、
す
だ
ち
産
地
な
ら
で
は
の
魅
力
的

な
メ
ニ
ュ
ー
と
ス
タ
ン
プ
ラ
リ
ー
の
実
施

も
相
ま
っ
て
大
盛
況
と
な
り
ま
し
た
。
参

加
し
た
皆
様
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し

た
。
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今
回
は
神
山
町
に
移
住
し
、
新
た
な
暮

ら
し
を
始
め
ら
れ
た
方
々
の
ご
紹
介
で

す
。広

瀬
さ
ん
の
仕
事
は
、
映
画
の
予
告
編

を
作
る
と
い
う
仕
事
で
す
。
日
本
国
内
で

も
こ
の
仕
事
に
携
わ
る
人
は
数
え
る
程
し

か
い
な
い
そ
う
で
す
。
広
瀬
さ
ん
が
こ
れ

ま
で
に
制
作
し
た
映
画
の
予
告
編
は
な
ん

と
５
０
０
本
以
上
。
一
番
、
印
象
に
残
っ

て
い
る
仕
事
は
、か
の
有
名
な
映
画「
シ
ョ
ー

シ
ャ
ン
ク
の
空
に
」
な
ん
だ
そ
う
で
す
。

広
瀬
さ
ん
の
大
好
き
な
映
画
で
も
あ
る
そ

う
で
す
。

◆
移
住
の
き
っ
か
け
は
何
で
し
た
か
？

広
瀬
さ
ん：

３０
代
後
半
に
、山
梨
県
の
あ

る
古
民
家
に
泊
ま
り
に
行
っ
た
ん
で
す
。

自
分
た
ち
で
風
呂
を
作
っ
た
り
、
そ
こ
で

初
め
て
開
拓
し
て
い
く
楽
し
さ
を
い
ろ
い

ろ
知
り
ま
し
た
。「
こ
ん
な
生
活
を
し
て

み
た
い
」そ
う
思
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

ま
た
、
子
供
の
頃
か
ら
映
画
が
大
好
き

で
、
映
画
が
見
た
い
一
心
で
東
京
に
出

て
、
と
に
か
く
映
画
に
関
わ
り
た
い
と
今

の
仕
事
を
始
め
ま
し
た
。
ア
ル
バ
イ
ト
か

ら
正
社
員
に
な
り
、
土
日
も
昼
夜
も
関
係

な
く
無
我
夢
中
で
働
き
、
ふ
と
気
が
つ
け

ば
４０
代
が
目
前
で
し
た
。
労
働
対
価
に
見

合
わ
な
い
収
入
に
、
独
立
を
考
え
始
め
、

予
告
屋
と
し
て
独
立
し
た
ん
で
す
。
そ
し

て
、
あ
る
程
度
貯
金
も
出
来
た
４０
代
半

ば
、
具
体
的
に
田
舎
で
の
暮
ら
し
を
考
え

始
め
た
矢
先
、
地
震
が
起
こ
り
ま
し
た
。

両
親
の
い
る
徳
島
へ
の
帰
郷
を
考
え
た

際
、
ふ
と
頭
に
浮
か
ん
だ
の
が
あ
る
テ
レ

ビ
番
組
で
見
た
神
山
で
し
た
。

◆
神
山
で
の
暮
ら
し
は
ど
う
で
す
か
？

神
山
へ
の
移
住
は
偶
然
が
重
な
り
ま
し

た
。
問
い
合
わ
せ
は
し
た
も
の
の
、
町
へ

の
移
住
希
望
者
が
多
く
、
ず
っ
と
連
絡
が

来
な
い
ま
ま
で
し
た
。
そ
れ
が
、
丁
度
実

家
の
隣
に
住
ん
で
い
た
人
が
神
山
出
身
の

人
で
、
今
の
土
地
を
紹
介
し
て
く
れ
た
ん

で
す
。
そ
の
後
、
一
年
半
は
、
東
京
と
神

山
を
往
復
し
な
が
ら
過
ご
し
、
２
０
１
３

年
１
月
に
正
式
に
移
住
し
ま
し
た
。

今
は
、
と
に
か
く
こ
こ
で
の
生
活
を
楽

し
ん
で
い
ま
す
。
気
持
ち
も
す
ご
く
落
ち

着
い
て
い
ま
す
。「
今
ま
で
の
生
活
は
な

ん
や
っ
た
ん
や
」
と
思
う
く
ら
い
。
畑
仕

事
を
し
た
り
、
ヤ
ギ
を
飼
う
た
め
の
準
備

を
し
た
り
、
も
ち
ろ
ん
、
本
業
も
し
て
い

ま
す
。
畑
仕
事
の
最
中
に
マ
ム
シ
に
噛
ま

れ
て
ね
、
近
所
の
人
が
心
配
し
て
く
れ
ま

し
た
。
田
舎
暮
ら
し
の
通
過
儀
礼
の
よ
う

な
感
じ
で
、
こ
の
出
来
事
で
あ
る
意
味
一

目
お
か
れ
て
ま
す（
笑
）

◆
こ
れ
か
ら
や
っ
て
み
た
い
こ
と
は
？

１０
月
の
終
わ
り
に
上
棟
式
を
終
え
、
来

年
の
２
月
末
頃
に
は
新
し
い
家
が
完
成
す

る
予
定
で
す
。
来
春
に
は
ヤ
ギ
も
我
が
家

に
仲
間
入
り
す
る
予
定
で
す
。
お
乳
を

絞
っ
た
り
、
チ
ー
ズ
を
作
っ
た
り
し
な
が

ら
、
ま
わ
り
の
人
た
ち
に
楽
し
ん
で
も
ら

え
る
よ
う
な
場
所
に
し
て
き
た
い
と
思
っ

て
い
ま
す
。

広
瀬
さ
ん
の
映
画
の
お
仕
事
「
予
告
屋
」
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

http
://w
w
w
.h
4.dion.ne.jp/

〜coz/

高
校
生
の
時
に
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
グ
ラ

フ
ィ
ッ
ク（
Ｃ
Ｇ
）の
授
業
を
受
け
た
際
、

「
こ
れ
は
面
白
い
！
」
と
思
っ
た
と
言
う

寺
田
さ
ん
。
１８
歳
〜
２１
歳
の
時
に
建
築
の

Ｃ
Ｇ
を
作
製
す
る
ア
ル
バ
イ
ト
を
始
め
、

２３
歳
か
ら
車
の
モ
デ
リ
ン
グ
の
仕
事
を
始

め
ら
れ
た
そ
う
で
す
。そ
の
後
、デ
ン
マ
ー

ク
に
あ
る
ス
カ
ン
ジ
ナ
ビ
ア
ン
ナ
イ
フ
を

作
る
学
校
に
行
く
こ
と
を
計
画
し
た
も
の

の
そ
の
学
校
が
潰
れ
て
し
ま
い
、
計
画
を

断
念
。
そ
の
後
も
ス
イ
ス
の
大
企
業
が
出

資
す
る
時
計
の
学
校
（
時
計
全
て
の
部
品

を
作
る
学
校
）
に
行
こ
う
と
企
て
た
そ
う

で
す
が
、
翌
年
そ
の
学
校
が
潰
れ
て
し
ま

い
、
再
び
計
画
を
断
念
。
そ
ん
な
経
験
か

ら
「
仕
事
を
自
分
で
つ
く
る
し
か
な
い
」

と
思
い
立
ち
、「
き
っ
と
い
ろ
ん
な
こ
と

が
何
か
に
関
わ
っ
て
く
る
だ
ろ
う
」
と
モ

デ
リ
ン
グ
の
仕
事
を
一
生
懸
命
行
っ
て
き

た
そ
う
で
す
。同
時
に
仕
事
以
外
で
の「
遊

び
」
の
時
間
も
充
実
さ
せ
た
い
と
の
一
心

か
ら
、
モ
デ
リ
ン
グ
の
ス
ピ
ー
ド
も
誰
に

も
負
け
な
い
く
ら
い
の
技
術
を
持
つ
ま
で

に
至
っ
た
そ
う
で
す
。

◆
移
住
の
き
っ
か
け
は
何
で
し
た
か
？

寺
田
さ
ん：
パ
ッ
と
思
い
つ
い
た
ん
で

す（
笑
）。
東
京
の
新
島
で
ビ
ー
チ
パ
ー

テ
ィ
ー
を
し
て
い
た
時
に
、
た
ま
た
ま
眠

れ
な
い
夜
が
あ
っ
て
。
そ
の
夜
に
な
ぜ

か
、
ふ
と
ど
こ
か
で
目
に
し
た
神
山
の
こ

と
が
頭
に
浮
か
び
、
訪
問
で
き
な
い
か
と

い
う
メ
ー
ル
を
送
り
ま
し
た
。「
行
っ
た

ら
面
白
そ
う
！
」
そ
ん
な
直
感
が
あ
っ
た

ん
で
す
。

◆
神
山
で
の
暮
ら
し
は
ど
う
で
す
か
？

ま
だ
今
は
東
京
と
の
半
移
住
の
よ
う
な

形
な
の
で
す
が
、
田
舎
に
居
場
所
を
作
り

た
い
な
と
思
っ
て
い
た
の
で
、
そ
の
一
歩

を
踏
み
出
し
た
感
じ
で
す
。
古
民
家
改
修

に
は
地
元
の
大
工
さ
ん
に
も
手
伝
っ
て
も

ら
い
ま
し
た
。
自
分
の
何
倍
も
の
ス
ピ
ー

ド
と
技
術
で
改
修
が
行
わ
れ
て
い
く
様
子

を
目
の
当
た
り
に
で
き
た
の
は
と
て
も
興

味
深
い
時
間
で
し
た
。
ま
た
古
民
家
の
改

修
工
事
を
通
じ
て
、
い
ろ
ん
な
業
者
さ
ん

と
も
知
り
合
え
ま
し
た
。
日
々
の
改
修
作

業
の
疲
れ
は
神
山
温
泉
で
癒
し
て
も
ら
っ

て
い
ま
す
（
笑
）。

◆
こ
れ
か
ら
や
っ
て
み
た
い
こ
と
は
？

と
に
か
く
、
神
山
の
た
め
に
何
か
で
き

る
こ
と
が
あ
っ
た
ら
、と
思
っ
て
い
ま
す
。

神
山
に
は
沢
山
オ
モ
シ
ロ
イ
人
た
ち
が

暮
ら
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
ま
で
自
分
が
出

会
っ
た
オ
モ
シ
ロ
イ
人
達
が
神
山
の
人
達

と
一
緒
に
何
か
で
き
る
日
が
来
た
ら
面
白

い
だ
ろ
う
な
ぁ
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
自

分
の
家
を
、
神
山
を
訪
れ
る
学
生
さ
ん
た

ち
が
泊
ま
れ
る
よ
う
な
場
所
に
し
て
、
学

生
さ
ん
た
ち
に
は
一
緒
に
周
り
の
景
観
を

綺
麗
に
し
て
も
ら
う
作
業
を
し
て
も
ら
う

な
ど
、
持
ち
つ
持
た
れ
つ
の
よ
う
な
場
づ

く
り
が
で
き
た
ら
と
思
い
ま
す
。

ス
ト
リ
ー
ト
フ
リ
ス
ビ
ー
の
日
本
の
第
一
人
者
で
も
あ
る
寺

田
さ
ん
。
仕
事
も
遊
び
も
一
流
の
寺
田
さ
ん
の
神
山
で
の
こ

れ
か
ら
の
暮
ら
し
が
楽
し
み
で
す
。

�
�
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地域おこし協力隊

田中 泰子
グリーンバレーが取
り組む移住交流支援
事業について、詳し
くお伝えします。

居住地 神領字北
ひろ せ こう じ

広瀬浩二さん（５１）鳴門市出身
移住した時期：２０１３年１月

【仕事の概要】
会社名：予告屋
業務内容：映画の予告
編の制作

居住地 神領字谷
てら だ たか し

寺田天志さん（３２）東京都出身
移住した時期：２０１４年８月

【仕事の概要】
仕事：３Ｄデジタルカーモデラー
業務内容：車のモデリング（コンピュー
ター上で車を彫刻するようにデザインする）

平成２６年１１月１５日発行７
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平
成
２６
年
１０
月
２１
日
に
美
波
町
で
行

わ
れ
た
第
１０
回
か
か
し
コ
ン
テ
ス
ト
で

２８
歩
の
会
の
「
水
戸
黄
門
漫
遊
記
・
木

岐
の
郷
」が
最
優
秀
に
選
ば
れ
ま
し
た
。

美
波
町
木
岐
の
農
園
に
、
個
人
や
団

体
の
全
１７
作
品
が
展
示
さ
れ
、
来
場
者

お
よ
そ
１
０
０
人
が
気
に
入
っ
た
作
品

を
３
つ
選
ぶ
方
法
で
審
査
が
行
わ
れ
ま

し
た
。
２８
歩
の
会
は
初
参
加
で
の
受
賞

と
な
り
ま
し
た
。

さ
て
、
美
波
町
を
出
発
さ
れ
た
黄
門

様
ご
一
行
は
、
再
び
八
十
八
箇
所
巡
礼

の
お
遍
路
の
旅
に
出
ら
れ
、
十
二
番
札

所
の
あ
る
焼
山
寺
を
目
指
す
べ
く
神
山

町
を
訪
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
、
青
井
夫

の
郷
で
お
接
待
を
受
け
、
す
だ
ち
饅
頭

や
梅
羊
羹
、
そ
し
て
甘
酒
で
疲
れ
を
癒

や
し
焼
山
寺
へ
と
向
か
っ
て
行
く
の
で

し
た
。

２８
歩
の
会

こ
の
名
前
の
由
来
は
、
阿
川
地
区
の

活
性
化
を
目
的
と
し
最
初
に
２８
人
が

集
っ
た
こ
と
と
、
み
ん
な
で
一
歩
ず
つ

歩
み
を
進
め
て
行
こ
う
と
い
う
思
い
で

名
付
け
た
そ
う
で
す
。

平
成
２０
年
に
発
足
し
た
２８
歩
の
会

は
、
阿
川
地
区
を
通
る
北
岸
（
県
道
２０

号
線
）
の
方
に
も
っ
と
人
を
呼
び
た
い

と
、
最
初
は
沿
道
に
き
れ
い
な
花
を
植

え
て
い
た
そ
う
で
す
が
、
ほ
と
ん
ど
反

応
が
な
か
っ
た
そ
う
で
す
。
そ
こ
で
、

も
っ
と
目
立
っ
て
み
ん
な
が
楽
し
ん
で

も
ら
え
る
よ
う
に
と
、
県
内
在
住
の
か

か
し
作
家
さ
ん
の
元
へ
習
い
に
行
き
、

か
か
し
作
り
が
始
ま
り
ま
し
た
。
今
で

は
他
市
町
村
か
ら
習
い
に
来
る
ほ
ど
だ

そ
う
で
す
。

メ
ン
バ
ー
に
か
か
し
作
り
の
難
し
さ

を
尋
ね
る
と
、
表
情
が
一
番
難
し
く
な

か
な
か
思
う
通
り
に
行
か
な
い
こ
と
も

あ
る
そ
う
で
す
。
ま
た
、
７
年
目
を
迎

え
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
仲
間
と
共

に
話
を
し
な
が
ら
す
る
か
か
し
作
り
は

と
て
も
楽
し
く
、
そ
し
て
町
民
の
方
が

か
か
し
を
喜
ん
で
く
れ
る
こ
と
が
原
動

力
と
な
っ
て
い
る
そ
う
で
す
。

か
か
し
た
ち
上
海
へ
渡
る

中
国
の
上
海
で
行
わ
れ
る
２
年
に
１

回
の
美
術
展
覧
会
「
上
海
ビ
エ
ン
ナ
ー

レ
（
１０
月
２５
日
か
ら
翌
年
３
月

２
日
ま
で
開
催
）」
に
今
回
の

コ
ン
テ
ス
ト
の
か
か
し
と
は
別

の
か
か
し
５
体
が
展
示
さ
れ
る

こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

５
年
前
に
、
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
イ
ン
レ

ジ
デ
ン
ス
で
神
山
に
滞
在
し
て
い
た
ア

メ
リ
カ
人
の
作
家
ア
ダ
ム
・
ア
ヴ
ィ
カ

イ
ネ
ン
さ
ん
が
、
こ
の
展
覧
会
で
自
身

の
藍
染
め
の
作
品
を
出
展
す
る
こ
と
に

な
り
、
一
緒
に
神
山
の
か
か
し
も
展
示

し
た
い
と
発
案
し
実
現
さ
れ
ま
し
た
。

▲おそろいのユニフォームでかかしを設置する２８歩の会のみなさん

▲風車の弥七を忍ばせます

▲土の下はコンクリート
のため、機械で穴を開け
て支柱を立てます▲水戸黄門様ご一行がお遍路さんとなり神山町を訪れる

かかかか
かかかか
しししし
ココココ
ンンンン
テテテテ
スススス
トトトト
でででで

最最最最
優優優優
秀秀秀秀
にににに
選選選選
ばばばば
れれれれ
るるるる

かか
かか
しし
ココ
ンン
テテ
スス
トト
でで

最最
優優
秀秀
にに
選選
ばば
れれ
るる

８広報かみやま No.２９５
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１０月７日、一般社団法人日本
道路建設業協会四国支部より発

電機１台と投光器１個が寄贈さ
れました。
これは、南海・東南海地震等
の災害が発生した場合に、一次
避難所となる道の駅で発電機等
を救援活動や復旧活動等に役立
ててもらいたいとの思いから贈
られました。

一般財団法人全日本交通安全
協会より、交通事故の防止と交
通秩序の確立に貢献した功績が

認められ、交通栄誉賞緑十字銅
賞の「交通安全功労者表彰」を
新居榮二さん（神領）、渡邉米
一さん（上分）が受賞し、同賞
の「優良運転者表彰」を森隆子
さん（上分）、古川アヤ子さん
（上分）が受賞されました。
受賞した新居さんは、引き続
き名西郡の交通安全に尽力した

いと語っていました。

神山町の特産品であるすだち
をより知っていただくために９
月２１日(日）にすだちの収穫体

験が行われ、神山町外から４０名
の参加がありました。
普段なにげなく食しているす
だちですが、園地に入って収穫
することは皆さん初めてで、木
になっているすだちを見て感動
していました。初めての機会で
大きなとげに苦戦しながら収穫
して、すだち農家の多くの苦労

があって秋の味覚が味わえるこ
とを再認識し、カゴいっぱいに
収穫したすだちを楽しんでいた
だける貴重な体験となりました。

神山町内の小・中学校の児
童、生徒、保護者と城西高校神
山分校の生徒の皆さんに、夏休
みの課題として、人権標語と人
権ポスターの制作に取り組んで
いただきました。多数のご応
募、ご協力ありがとうございま
した。
応募された作品の中より、一
部を紹介させていただきます。
これらの作品は人権教育・啓
発活動に活用させていただきま
す。

最優秀賞
人 権 標 語 学校名・学年 名 前

笑顔咲く 魔法のスパイス 思いやり 城西高校神山分校３年 石山 幸太

優秀賞
人 権 標 語 学校名・学年 名 前

ありがとう ごめんといえて あかるいえがお 広 野 小 学 校 １ 年 長野 夢華
いいところ みんなちがうよ すてきだね 神 領 小 学 校 ２ 年 瀬川 嘉仁
ごめんねと すなおに言えば わらい顔 神 領 小 学 校 ３ 年 新田 将大
忘れない つないだこの手の あたたかさ 神 領 小 学 校 ４ 年 水上 陽琉
わたし発 みんなに広がれ やさしい心 神 領 小 学 校 ５ 年 尾木原実咲
やさしさで 包んで守ろう みんなの人権 広 野 小 学 校 ６ 年 橋本 幸奈
いやなこと 見て見ぬふりは やめようね 神 山 中 学 校 １ 年 佐々木香菜子
「ごめんね」の その一言で 深まる絆 神 山 中 学 校 ２ 年 相原 佑香
それぞれの 命の重さは みな同じ 神山東中学校３ 年 大草 亜実
語り合い なくそう差別 地域から 広野小学校保護 者 佐藤 清美
家庭から 見つめてみよう 人権問題 広野小学校保護 者 佐々木由紀子
摘み取ろう 地域ぐるみで 差別の芽 神山中学校保護 者 栗本 美子
届けよう 勇気・優しさ 君の声 城西高校神山分校１年 森本 彩音
気づいてよ あの子がだしてる SOS 城西高校神山分校２年 近藤 星
伝えたい いのちの重さと やさしさを 城西高校神山分校３年 尾西 楓

まちの出来事K A M I Y A M A

道の駅に発電機等が
寄贈される

日時 １０月７日
場所 道の駅 温泉の里神山

▲寄贈された発電機と投光器

まちの出来事K A M I Y A M A

２０１４年度 築こう人権のまち運動
人権標語・ポスターの入賞者決まる

日時 １０月２０日
場所 神山町役場

【
ポ
ス
タ
ー
の
部
最
優
秀
賞
】

神
領
小
学
校
６
年

中
村
祐
介
さ
ん

まちの出来事K A M I Y A M A

交通栄誉賞緑十字銅賞

日時 ９月２１日
場所 石井警察署

▲石井警察署署長より表彰状を受ける
新居さん

まちの出来事K A M I Y A M A

すだちの収穫体験が
行われました�
日時 ９月２１日
場所 下分字馬地

平成２６年１１月１５日発行９
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１０月３日、上分小学校と上分
中学校の卒業生からなる上分教
育振興会から、上分公民館に大
型テレビ１台、洗濯機１台、掃
除機２台が寄贈されました。
また、同２８日には、地域の発
展のために多大な寄付をいただ

いた厚意に対し、後藤町長より
上分教育振興会へ感謝状が授与
されました。
上分公民館は７月２８日に落成
式を行い、建替前と同様、ふれ
あいの場として地域のみなさん
に親しまれています。
今回寄贈いただいたテレビ等
は公民館の運営に役立てて行き
ます。

平成２６年度神山町グラウンド
ゴルフ大会が１０月１０日、町民グ
ラウンドにおいて２４名が参加し
行われました。

大会は個人戦の８ホール４ラ
ウンドで競技を行いました。参
加者の皆さんは日頃の練習の成
果を発揮し、熱戦を展開しまし
た。なかでも上位は一打を争う
大混戦となりました。結果は次
のとおりです。
優 勝…………多田 良一さん
準優勝…………金澤 孝一さん
第３位…………赤尾 幸一さん

平成２６年度名西郡野球大会が
１０月９日、両町大会での優勝
チームの神山町寄井体協と石井
町球友会が出場し、石井町前山
グラウンドで行われました。
当日は小雨でしたが予定通り

の開催となり、試合は寄井体協
が先行されながらも６回には１
点差まで詰め寄る攻撃を見せま
した。

しかし、雨が激しくなり６回
終了時点で雨天コールドとな
り、５対６での惜敗となりまし
た。寄井体協は昨年に引き続い

ての優勝とはなりません
でした。
神山町大会から郡大会
まで多くの選手に参加し
ていただき、また、多く
の人にご協力をいただ
き、無事、大会を終える
ことが出来ました。

この大会は６チームが２リー
グに分かれ予選を行い、各リー
グの１、２位で決勝リーグを戦
いました。
６チーム合計６０名を超える選
手の皆さんに参加していただき

ました。３日間の日程では、ど
の試合も白熱しましたが、特
に、決勝リーグは準決
勝２試合がフルセット
の末の決着という接戦
でした。結果、チーム
ワークを武器に勝ち上
がった神領体協が優勝
を決めました。
上位の結果は次のとお
りです。

優 勝 神領体協
準優勝 すだちサイダー

▲決勝リーグに参加した４チーム

▲寄贈された大型テレビまちの出来事K A M I Y A M A

上分公民館にテレビ等が
寄贈される＆感謝状贈呈

日時 １０月３日
場所 上分公民館

▲上分教育振興会会長の森彦富さん（左）

まちの出来事K A M I Y A M A

神山町グラウンドゴルフ
大会開催！

日時 １０月１０日
場所 町民グラウンド

▲左から多田さん、金澤さん、赤尾さん

まちの出来事K A M I Y A M A

名西郡野球大会開催！

日時 １０月９日
場所 石井町前山グラウンド

まちの出来事K A M I Y A M A

第５回神山町
ミックスバレーボール大会

日時 １０月１６日～２３日
場所 町民体育館

１０広報かみやま No.２９５



町からのお知らせ町からのお知らせ

健康福祉課

「
第
６６
回
人
権
週
間
」

１２
月
４
日
〜
１２
月
１０
日

み
ん
な
で
築
こ
う

人
権
の
世
紀

〜
考
え
よ
う

相
手
の
気
持
ち

育
て
よ
う

思
い
や
り
の
心
〜

法
務
省
及
び
全
国
人
権
擁
護
委
員
連

合
会
は
、
国
連
で
世
界
人
権
宣
言
が
採

択
さ
れ
た
日
で
あ
る
１２
月
１０
日
を
世
界

人
権
デ
ー
と
定
め
、
毎
年
１２
月
４
日
か

ら
１２
月
１０
日
ま
で
を
「
人
権
週
間
」
と

し
て
い
ま
す
。

人
権
週
間
を
機
会
に
、家
庭
、学
校
、

職
場
、
地
域
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
場
面

で
、
お
互
い
を
尊
重
し
、
人
権
に
対
す

る
意
識
を
高
め
ま
し
ょ
う
。

＝

人
権
擁
護
委
員
を
ご
存
知
で
す
か
？＝

人
権
擁
護
委
員
は
、
法
務
大
臣
に
委

嘱
さ
れ
た
民
間
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
す
。

毎
月
役
場
で
開
設
す
る
相
談
所
で
相

談
に
あ
た
る
ほ
か
、
人
権
啓
発
活
動
、

救
済
活
動
（
人
権
侵
犯
事
案
へ
の
対

応
）
を
行
っ
て
い
ま
す
。
人
権
問
題
で

お
困
り
の
方
は
、
お
気
軽
に
ご
相
談
く

だ
さ
い
。
秘
密
は
厳
守
い
た
し
ま
す
。

健康福祉課

児
童
扶
養
手
当
・
特
別
児
童
扶
養

手
当
に
つ
い
て

＊
児
童
扶
養
手
当

＊
児
童
扶
養
手
当
と
は
？

父
母
の
離
婚
な
ど
で
、
父
又
は
母

と
生
計
を
同
じ
く
し
て
い
な
い
子
ど

も
が
育
成
さ
れ
る
家
庭
（
ひ
と
り
親

家
庭
等
）
の
生
活
の
安
定
と
自
立
の

促
進
に
寄
与
し
、
子
ど
も
の
福
祉
の

増
進
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、

支
給
さ
れ
る
手
当
で
す
。

＊
支
給
要
件

次
の
①
〜
⑨
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
子
ど
も
に
つ
い
て
、
母
、
父
、

又
は
養
育
者
が
監
護
等
し
て
い
る
場

合
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

①父母が婚姻を解消した子ども
②父又は母が死亡した子ども
③父又は母が一定程度の障がいの状態
にある子ども
④父又は母が生死不明の子ども
⑤父又は母が１年以上遺棄している子
ども
⑥父又は母が裁判所からのＤＶ保護命
令を受けた子ども
⑦父又は母が１年以上拘禁されている
子ども
⑧婚姻によらないで生まれた子ども
⑨棄児などで父母がいるかいないかが
明らかでない子ども

＊
特
別
児
童
扶
養
手
当

＊
特
別
児
童
扶
養
手
当
と
は
？

２０
歳
未
満
で
、
精
神
や
身
体
に
常

に
介
護
を
必
要
と
す
る
程
度
の
障
害

の
あ
る
子
ど
も
を
家
庭
で
保
護
、
監

督
し
て
い
る
父
母
、
ま
た
は
養
育
し

て
い
る
方
に
対
し
、
支
給
さ
れ
る
手

当
で
す
。

＊
支
給
要
件

２０
歳
未
満
で
精
神
ま
た
は
身
体
に

障
害
を
有
す
る
子
ど
も
を
家
庭
で
看

護
、
養
育
し
て
い
る
父
母
。

※
児
童
扶
養
手
当
、
特
別
児
童
扶
養
手

当
を
受
給
す
る
た
め
に
は
、
役
場
健

康
福
祉
課
へ
の
申
請
が
必
要
で
す
。

詳
し
く
は
、
健
康
福
祉
課
ま
で
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

健康福祉課

１１
月
は

『
児
童
虐
待
防
止
推
進
月
間
』で
す

『
た
め
ら
わ
ず

知
ら
せ
て
つ
な
ぐ

命
の
輪
』

厚
生
労
働
省
は
、
平
成
１６
年
度
か
ら

児
童
虐
待
防
止
法
が
施
行
さ
れ
た
１１
月

を
「
児
童
虐
待
防
止
推
進
月
間
」
と
定

め
、
日
本
各
地
で
児
童
虐
待
問
題
に
対

す
る
意
識
を
高
め
、
児
童
虐
待
の
防
止

に
つ
な
げ
る
た
め
の
広
報
啓
発
活
動
を

行
っ
て
い
ま
す
。

児
童
虐
待
と
は
・
・
・

＊
身
体
的
虐
待：

殴
る
、蹴
る
、叩
く
、

投
げ
落
と
す
、
激
し
く
揺
さ
ぶ
る
、

や
け
ど
を
負
わ
せ
る
、
お
ぼ
れ
さ
せ

る

な
ど

＊
性
的
虐
待：

子
ど
も
へ
の
性
的
行

【神山町の人権相談所】

【全国共通・専用電話相談】
■受付時間：平日 午前８時３０分～午後５時１５分
■おかけになった場所の最寄りの法務局につながります。

人権についての相談

学校でのいじめや体罰、虐
待など子どもに関する相談

職場でのセクハラ、家庭内
暴力など女性に関する相談

毎月１１日（休日は翌日）午後１時～午後４時

神山町役場 ２階 図書室

０５７０－００３－１１０

０１２０－００７－１１０
（通話料無料）

０５７０－０７０－８１０

みんなの人権１１０番

子どもの人権１１０番

女性の人権ホットライン

開 催 日 時

場 所

健
康
福
祉
課

Ｔ
Ｅ
Ｌ

６
７
６－

１
１
１
４

Ｉ
Ｐ

２
０
０
４

kenkoufukushi@
tow
n.kam

iyam
a.lg
.jp

��������	
����

平成２６年９月３０日をもって、西崎久美子さん（平
成１４年１０月１日委嘱）、上地文子さん（平成２３年１０
月１日委嘱）が任期を満了されました。
それに伴い、平成２６年１０月１日付で、中南文良さ

ん（神領字西大久保）、阿部佐枝子さん（阿野字五
反地）が法務大臣から人権擁護委員として新しく委
嘱されました。
神山町では毎月１１日（休日の場合は翌日）に役場

２階図書室で人権相談所を開設しています。
人権に関する悩み事がございましたら、一人で悩

まずにご相談ください。

平成２６年１１月１５日発行１１



為
、
性
的
行
為
を
見
せ
る
、
ポ
ル
ノ

グ
ラ
フ
テ
ィ
の
被
写
体
に
す
る

な

ど
＊
ネ
グ
レ
ク
ト：

家
に
閉
じ
込
め
る
、

食
事
を
与
え
な
い
、
ひ
ど
く
不
潔
に

す
る
、
自
動
車
の
中
に
放
置
す
る
、

重
い
病
気
に
な
っ
て
も
病
院
に
連
れ

て
行
か
な
い

な
ど

＊
心
理
的
虐
待：

言
葉
に
よ
る
脅
し
、

無
視
、
き
ょ
う
だ
い
間
で
の
差
別
的

扱
い
、
子
ど
も
の
目
の
前
で
家
族
に

対
し
て
暴
力
を
ふ
る
う
（
ド
メ
ス

テ
ィ
ッ
ク
・
バ
イ
オ
レ
ン
ス：

Ｄ
Ｖ
）

な
ど

子
ど
も
を
虐
待
か
ら
守
る
た
め
に

は
、
早
期
連
絡
・
通
報
が
最
善
の
も
の

と
な
っ
て
い
ま
す
。
子
ど
も
の
虐
待
に

関
し
て
少
し
で
も
気
に
な
る
事
が
あ
り

ま
し
た
ら
、
ど
う
か
役
場
健
康
福
祉
課

や
、
東
部
保
健
福
祉
局
及
び
中
央
こ
ど

も
女
性
相
談
セ
ン
タ
ー
な
ど
に
ご
連
絡

く
だ
さ
い
。

★
連
絡
先

東
部
保
健
福
祉
局℡

６
２
６－

８
７
１
６

中
央
こ
ど
も
女
性
相
談
セ
ン
タ
ー

℡
６
２
２－

２
２
０
５

健
康
福
祉
課

℡
６
７
６－

１
１
１
４

（
Ｉ
Ｐ
２
０
０
４
）

産業観光課

森
林
所
有
者
の
皆
様
へ

徳
島
県
で
は
、
平
成
２６
年
４
月
１
日

か
ら
、「
徳
島
県
豊
か
な
森
林
を
守
る

条
例
」
を
施
行
し
ま
し
た
。

本
条
例
で
は
、
豊
か
な
森
林
を
次
世

代
に
つ
な
げ
て
い
く
た
め
、
県
、
市
町

村
、
県
民
の
責
務
を
明
ら
か
に
す
る
と

と
も
に
、
特
に
管
理
が
必
要
な
地
域
を

森
林
管
理
重
点
地
域
と
定
め
、
土
地
の

取
引
に
係
る
事
前
届
出
（
相
続
は
除

く
。）
の
新
た
な
制
度
を
実
施
す
る
こ

と
と
し
て
い
ま
す
。
こ
の
事
前
届
出
制

度
が
１１
月
よ
り
始
ま
り
ま
す
の
で
、
森

林
の
売
買
等
の
予
定
が
あ
る
場
合
は
、

徳
島
県
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
指
定
地
域

を
ご
確
認
い
た
だ
く
か
、
ま
た
は
左
記

ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

徳
島
県
林
業
戦
略
課

電
話

０
８
８－

６
２
１－

２
４
４
７

税務保険課

１１
月
〜
１２
月
は
、県
税
・
市
町
村
税

県
下
一
斉
徴
収
強
化
月
間
で
す
。

町
税
の
納
め
忘
れ
は
あ
り
ま
せ
ん

か
。
１１
月
〜
１２
月
の
２
ヵ
月
間
は
一
斉

徴
収
強
化
月
間
で
、
神
山
町
と
県
内
市

町
村
は
、
連
携
し
て
徴
収
対
策
を
強
化

し
ま
す
。

皆
さ
ん
に
納
付
い
た
だ
い
て
い
る
町

税
は
、
住
み
よ
い
ま
ち
づ
く
り
を
支
え

る
貴
重
な
財
産
で
す
。
町
で
は
、
税
負

担
の
公
平
性
を
保
つ
た
め
に
、
何
の
事

情
も
な
く
未
納
に
な
っ
て
い
る
方
に
対

し
、
国
税
徴
収
法
に
基
づ
き
滞
納
処
分

を
行
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

町
税
の
お
支
払
い
は「
口
座
振
替
」が
便

利
で
す
。

○
便
利
！

納
期
ご
と
に
金
融
機
関
へ

お
出
か
け
い
た
だ
く
手
間
が
な
く
な

り
ま
す
。

○
確
実
！

う
っ
か
り
納
め
忘
れ
る
こ

と
が
な
く
な
り
ま
す
。

○
安
心
！

納
税

の
た
め
に
現
金

を
持
ち
歩
く
必

要
が
な
く
な
り

ま
す
。

※
詳
し
く
は
、
税

務
保
険
課
ま
で

お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

sang
youkanko@

tow
n.kam

iyam
a.lg
.jp

Ｉ
Ｐ

２
０
０
７

Ｔ
Ｅ
Ｌ

６
７
６－

１
１
１
８

産
業
観
光
課

ze
im
u
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臨時福祉給付金と子育て世帯臨時特例給付金の受付期間を延長いたします。

申 請 先
神山町役場 健康福祉課
「臨時福祉給付金」係
「子育て世帯臨時特例給付金」係

お問合せ先 神山町 健康福祉課 「臨時福祉給付金」係・「子育て世帯臨時特例給付金」係
電話０８８－６７６－１１１４ IP２００４

受 付 期 間（両給付金ともに）
平成２６年７月１６日（水）から
平成２７年１月１６日（金）まで

１２広報かみやま No.２９５



■募集人数
２人程度

■雇用形態・期間
町の嘱託職員として採用し、期間は平成２７年４月１日から平成２８年３

月３１日まで。ただし、双方の協議によりこれを２年間更新することがで
きます。
■賃金など
月額１５０，０００円（毎月２１日支給）・通勤手当・賞与あり

■休日・休暇
土曜日、日曜日、国民の祝日、１２月２９日～１月３日までの間
年次有給休暇１２日間

■住居・車
町営住宅、空き家など神山町が斡旋し、費用を負担します。
業務中の移動については、公用車を利用できます。

■応募方法
指定の履歴書に必要事項を記入し、写真添付のうえ、送付してくださ

い。なお、職務の経歴についてはなるべく詳細に記入してください。履
歴書に書ききれない場合は、別紙にて作成し、履歴書に添付してくださ
い。
また、地域おこし協力隊員として、神山町で取り組みたい具体的な活

動や展望など２０００文字程度のレポートを作成し提出してください。
■審査方法
書類審査による一次審査を行います。（２月上旬）
面接による二次審査を行います。（２月下旬）→合否発表は２月末
（面接に係る交通費等の諸経費は個人負担とします。）

■求める人材
過疎化が進む神山町では、様々な課題が山積するなか、農林業の振興

が最も重要な課題であります。そのため特産品の開発や販売ルートの開
拓など、新たな視点による外部人材の起用で地域経済が循環する仕組み
を、地域おこし協力隊と行政、住民が手を取り合って共に実現できるよ
うな人材を求めています。
地域のため、住民のために汗をかいて、神山を好きになってくれる誠

実で元気な人材を募集します。
■業務内容
地域活性化のために、主に次の業務に従事していただきます。

①特産品の販売促進に関すること（広報・企画営業）
②観光交流事業の振興
③その他、地域活性化のために必要となること
■募集対象
次の条件を全て満たす方を採用の条件とします。

①年齢が２０歳以上５０歳以下の方（性別は問わない）
②申込時点で、３大都市圏または地方都市など（過疎、山村、離島、半
島などの地域に該当しない市町村）に在住し、採用後に神山町に住民
登録を移し、移住できる方
http : //www.soumu.go.jp/main_content/０００２９９９０１.pdf を参照

③地域おこし協力隊としての活動期間終了後も、神山町に定住し、就業・
起業しようとする意欲を持つ方

④神山町の活性化に興味があり、地域住民と共に積極的に活動ができる方
⑤心身ともに健康で誠実に業務を行うことができる方
⑥普通自動車免許を有している方
⑦パソコン（ワード、エクセルなど）の一般的な操作ができる方

平成２６年１１月１５日（土）から
平成２７年１月３１日（土）まで

（必着）

応募期間
平成２７年度

神山町地域おこし協力隊募集

第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回
ククククククククククククククククククククククククククククククククリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリススススススススススススススススススススススススススススススススママママママママママママママママママママママママママママママママススススススススススススススススススススススススススススススススイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシショョョョョョョョョョョョョョョョョョョョョョョョョョョョョョョョンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンン大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大賞賞賞賞賞賞賞賞賞賞賞賞賞賞賞賞賞賞賞賞賞賞賞賞賞賞賞賞賞賞賞賞

応募者
募集

※なお、当選者の発表は景品の発送をもって替えさせていただきます。又、応募が少ない場合は中止といたしますのでご了
承下さい。ご応募頂きました方の氏名・場所等は、公表させて頂きますのでご承知の上ご応募下さい。
応募作品は、誠にお手数ながら１２月３１日までは、飾っていただきますようお願い致します。

お問合わせは
神山町商工会 TEL６７６－１２３２ IP電話４５１９

応募要領

����� ��	
��	��������

１２月１６日～１９日 応募されたイルミネーションを審査
１２月２２日 大賞決定

景 品 大 賞 商工会商品券３万円 １名様

サンタ 賞 商工会商品券２万円 ２名様

トナカイ賞 商工会商品券１万円 ３名様

クリスマス賞 商工会商品券２千円 ２０名様

選考基準 ユニークさ、美しさ等を基準に選びます。

主催：神山町商工会・神山町観光協会
後援：神山町

神山町商工会と神山町観光協会で

は、神山町内にクリスマス・イルミ

ネーション設置を推進するため、屋外

にイルミネーションを設置した個人・

団体を対象として、イルミネーション

大賞をお贈りいたします。

つきましては、我こそはと思われる

方は、官製ハガキに〒・住所・氏名・

電話番号・設置場所をご記入していた

だき、「イルミネーション大賞応募」

と明記のうえ、

〒７７１－３３１１ 神山町神領字本野間１０４

神山町商工会 までご応募下さい。

平成２６年１１月１５日発行１３
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☆納めた国民年金保険料は全額が社会保険料控除の対象です☆

国民年金保険料は所得税法及び地方税法上、健康保険や厚生年金などの社会保険料を納めた場

合と同様に、社会保険料控除としてその年の課税所得から控除され、税額が軽減されます。控

除の対象となるのは、平成２６年１月から１２月までに納められた保険料の全額です。過去の年度

分や追納された保険料も含まれます。また、ご自身の保険料だけでなく、配偶者やご家族（お

子様等）の負担すべき国民年金保険料を支払っている場合、その保険料も合わせて控除が受け

られます。なお、平成２６年中に納付した国民年金保険料について、社会保険料控除を受けるた

めには、年末調整や確定申告を行うときに、領収証書など保険料を支払ったことを証明する書

類の添付が必要となります。このため、平成２６年１月１日から９月３０日までの間に国民年金保

険料を納付された方には、１１月上旬に日本年金機構から「社会保険料（国民年金保険料）控除

証明書」が送られますので、申告書の提出の際には必ずこの証明書または領収証書を添付して

ください。（平成２６年１０月１日から１２月３１日までの間に、今年はじめて国民年金保険料を納め

られた方へは、翌年の２月上旬に送られます。）

税法上とても有利な国民年金は、老後はもちろん不慮の事故など万一のときにも心強い味方

となる制度です。保険料は納め忘れのないようキチンと納めましょう。

☆１１月は「ねんきん月間」１１月３０日は「年金の日」です☆

日本年金機構では、厚生労働省と協力して、毎年１１月を「ねんきん月間」と位置付け、国民の

皆さまに公的年金制度に対する理解を深めていただくための普及・啓発活動を積極的に行いま

す。

主な活動は、次のとおりです。

◆年金相談の窓口として全国各地で「出張年金相談」の開設

◆国民年金保険料が未納となっている方への納付の勧奨

◆大学・高校などの教育機関や事業所等へ出向いての年金セミナーや年金制度説明会の開催

◆年金委員の皆さまを対象とした研修会の開催

また、今年から、ねんきんネットなどを活用してご自身の年金記録や年金受給見込み額を確

認し老後の生活設計に思いを巡らしていただくことを目的に、１１月３０日を「年金の日」とする

ことになりました。

詳しくは徳島北年金事務所 電話０８８－６５５－０２００ または
住民課年金係 電話０８８－６７６－１１１３（IP２００３）までお問い合わせください。

りりよよだだ金金年年民民国国

１６広報かみやま No.２９５
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介護予防シリーズ�
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	'�()*+,-./01��2345/67589:;
膝の痛みや腰痛は高齢者には身近な症状ですが、放っておくと症状は悪化し、外出が億劫になり閉
じこもりがちになったり、食欲が低下したり、気力が低下し、自立した生活が送りにくくなるなど
心身の機能全体に悪影響を及ぼす危険性もあります。

転倒や骨折をおそれた過度の安静は逆効果。
無理は禁物ですが足腰を鍛えて「ロコモ」を予防しましょう

8*+,9?@ABCDEFG
□ やや重い家事（掃除機の使用、布団の上げ下ろしなど）が困難。
□ 買い物（２㎏程度）を持ち帰るのが苦しい。
□ 手すりにつかまらないと階段が上れない。
□ 横断歩道を青信号で渡りきれない。
□ 家の中でよくつまずいたり、すべったりする。
□ 片足立ちで靴下がはけない。
□１５分くらい続けて歩けない。
思い当たる項目があれば「ロコモ」が心配されます。

��� �<�=> ?�@���=>��7A�8BC�
（日本整形外科学会が進めるロコモーショントレーニング）

���=>� D EFGHIJKLDMNO DPQR
●目を開けた状態で床に付かない程度に片方の脚を上げる
����
転倒しないように必ずつかまるものがある場所で行いましょう

���=>� S TUVW= XYZ�	/[ T1\]^R_`a	 DPQR
②
●膝が足の人差し指の
方向に向くように、
お尻を後ろにる引く
ように身体をしずめ

�
③
●膝をつま先より前に
出さないように

●体重が足の裏の真ん
中にかかるように

お問い合わせは…地域包括支援センター 電話：６７６－１１８５（IP：２０３１）

①
●安全のために椅子
の前で行う

●脚は肩幅より少し
広めに開きつま先
は３０度ほど外向

④
●息を吸いながら、
ゆっくり戻す

平成２６年１１月１５日発行１７
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健康づくりシリーズ�

シーオーピー ディー

ＣＯＰＤ（慢性閉塞性肺疾患）は、今、日本をはじめ世界で急速に増
えている肺の病気です。

●風邪でもないのに「咳」や「たん」が続く
●たんが粘ついたり、膿が混じったようにみえる
●激しい運動をしていないのに息切れを感じる
●歳のわりに疲れやすい

こんな
症状
ありま
せんか？

COPD（慢性閉塞性肺疾患）とは？

有害な化学物質などを長期間吸い込むことによって生じる肺の炎症性の病気で、「肺気腫」や「慢
性気管支炎」が、これに含まれます。気管支や肺胞に炎症がおき、咳・たん・息切れの症状がみら
れ徐々に呼吸障害が進行します。
肺機能が落ちてしまい重症化する

と、在宅酸素療法が必要になる場合も
あります。
また、心血管疾患や消化器疾患、糖

尿病、骨粗鬆症、うつなどを併せ持つ
ことが多いです。

原因は？

COPDの原因の９０％はタ
�

バ
�

コ
�

の煙に含まれる有害な化学物質を吸うことで起こります。

●喫煙している（喫煙者）
●喫煙者の周囲にいる（受動喫煙）
●以前に喫煙していた

こんな人は
危険�

治療は？ 予防は？

一度壊れてしまった肺胞は元の健康な肺胞には戻りません。
しかし、適切な治療により症状を軽くしたり、病気の進行を遅らせることもできます。
気になる症状がある場合は、早めに医師に相談しましょう。
そして、何よりも一番の予防は「禁煙」です�自分での禁煙が難しい場合は、禁煙治療もありま

すので、医師に相談してみましょう。

お問い合わせは 神山町健康福祉課予防係 ６７６－１１１４ IP２００４

シーオーピーディー

ご存じですか？ ＣＯＰＤ（慢性閉塞性肺疾患）
死亡率
（平成２４年）

徳島県 ２０．８％
神山町 ５２．０％
徳島保健所管内で
２番目に高い

主流煙の何倍もの
有害物質が含まれる

副流煙
�

１８広報かみやま No.２９５
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●●防防災災行行政政無無線線のの工工事事ににつついいてて

災害時等に確実な情報伝達が行えるよう、老朽化した防災無線の全設備を平成２５年度・２６年度

の２箇年をかけて、デジタル化しています。

今回は、工事内容と日程についてご案内します。

平成２５年度は、役場の親局設備と放送設備、町内２箇所に設置する中継局設備、各家庭に設置

している戸別受信機の設置を行いました。

今年度は、屋外に設置している、屋外拡声子局７４箇所の建て替え工事を実施していますので、

ご理解とご協力をよろしくお願いします。

屋外拡声子局

屋外拡声子局設置工事
１０月～ 上分地区
１１月～ 下分地区、阿川地区
１２月～ 広野地区
１月～ 鬼籠野地区、神領地区

平成２６年度工事予定表

●●火火災災予予防防ににつついいてて

秋は、空気が乾燥し、火災が発生しやすい季節です。

一人ひとりが火災予防に対する意識を持つことにより、火災による悲惨

な焼死事故や貴重な財産の損失を防ぎ、放火されにくい、火災に強い街づ

くりをしましょう。

◆３つのポイント

○ 寝たばこは、絶対やめる。

○ ストーブは、燃えやすいものから離れた位置で使用する。

○ ガスコンロなどのそばを離れるときは、必ず火を消す。

◆４つの対策

○ 逃げ遅れをふせぐために、住宅用火災警報器を設置する。

○ 寝具や衣類からの火災を防ぐために、防炎製品を使用する。

○ 火災を小さいうちに消すために、住宅用消火器等を備える。

○ お年寄りや身体の不自由な人を守るために、隣近所の協力体制をつくる。

平成２６年１１月１５日発行１９
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気温も下がり出し、暖房器具を使用する機会が多くなったかと思います。

ですが、この季節は空気が乾燥しているので、少しの油断で大きな火災につ

ながることがあります。普段の生活を見直して安全に年末を迎えましょう。

たばこによる危険を確認しましょう
・寝たばこは絶対にしない。

・くわえたばこは灰を落としてしまうのでやめましょう。

・燃えやすいものの近くでの喫煙は避けましょう。

・吸い殻はしっかり火が消えているのを確認しましょう。

・灰皿はいつもきれいにし、中に水を入れておきましょう。

・吸い殻をゴミ箱などに捨てるのは絶対にやめましょう。

ストーブは安全に使用しましょう
・ストーブの近くに燃えやすい物を置かない。

・ちょっとした外出でもしっかりと消火する。

・ストーブに給油するときは、必ず火を消してから行う。

・ストーブをつけたまま持ち運びをしない。

・ストーブをつけたまま寝ない。

・給油する燃料を間違えない。

電気機器による失火は簡単に予防出来ます
・コンセントもしっかり掃除をする。

・タコ足配線はしない。

・被覆が剥げていたり、古くなった電気コードは使用しない。

・電気プラグを抜くときは、プラグの部分を持って抜く。

・長い電気コードは束ねないようにする。

・電気ランプなどの上にタオルなどをのせない。

・壊れた電気器具は使わない。また電気器具の素人修理はしない。

５５年年以以内内にに神神山山でで発発生生ししたた火火災災のの内内のの数数件件はは、、
上上記記ののここととをを守守れればば防防げげたたももののががあありりままししたた。。

１１９

消防署だより

注 意 事 項
神山消防署への連絡・通報は、０８８－６７６－１１９９へお掛け下さい。
※IP電話からの場合は IP２１１９です、IP電話から１１９は繋がりません

２０広報かみやま No.２９５
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１１０

駐在所だより
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詐欺！株・社債勧誘で新手口が次々登場！
未公開株や社債に絡む詐欺事件が、最近全国的に増加している模様であり、複数の人物を登場させたり、消費者
の投資意欲を言葉巧みにあおる手口が益々巧妙化しています。
その手口とは？

劇場型 複複数数のの業業者者がが相相次次いいでで登登場場しし、、投投資資ををああおおるる。。

●事例
A社から電話で「B社の社債を持っていないか？持っていれば高値で買

い取る。」その後、B社から自社債購入を勧める電話があった。複数の業
者からの勧めなので大丈夫と思い○○万円を振り込んでしまった。

被害回復型 過過去去のの被被害害回回復復をを持持ちちかかけけ、、手手数数料料とと称称ししてて代代金金をを振振りり込込まませせるる。。

●事例
数年前に未公開株を購入したことがある人に対して、投資会社と名乗る業者から電話があり、「過去のあなた
の被害を回復してあげる。ただし条件としてC社の未公開株を○○万円で購入してもらう」と言われ、金を振り
込んでしまった。

公共機関装い型 金金融融庁庁やや消消費費者者セセンンタターーななどどをを名名乗乗っってて安安心心ささせせ、、未未公公開開株株やや社社債債のの購購入入をを促促すす。。

●事例
D社から自社の未公開株の勧誘電話があった。信用していなかったところ、金融庁を名乗る女性から「未公開
株の被害調査をしている」との電話があったので、勧められているD社の未公開株について相談すると、「その
業者は大丈夫」と言われたので、すっかり信用してしまった。
※ 単純な振り込め詐欺が減少している一方、未公開株や
社債を利用した詐欺商法が拡大しようとしています。
騙しのテクニックは日々変化しています。
少しでも疑問に思ったら、すぐに相談を！

�������	
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フィッシングとは

インターネットバンキングや、会員制サービスの管理者になりすまし、メー
ルを送りつけたり、正規のサイトとそっくりの偽サイトに誘引して、ID やパ
スワードを入力させて、盗み取る行為のことです。
犯人は、盗み出した IDやパスワードを使って口座から現金を別の口座に
不正に送金し盗み取ったり、ネットショッピングで商品を騙し取るため等に
使っています。

�������	
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『犯罪被害者給付金制度』は、故意の犯罪行為によって、ご家族を亡くされたご遺族、重大な負傷又は疾病

を負ったり、後遺症が残った被害者の方に対して、加害者から十分な損害賠償を受けることができなかった場
合等において、国が給付金を支援する制度です。
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＃９１１０
（警察相談窓口）

又は
石井警察署、神領・広野駐在所

平成２６年１１月１５日発行２１
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～緑黄色野菜で元気な細胞をつくろう～
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■材 料 ４人分

�
�
�
※調味料は、だししょうゆを
使うと簡単にできます。

�
�
�

■作り方
①小松菜は熱湯でゆで、水気を絞り、３㎝幅に切る。
②長芋は皮をむき、せん切りにし、酢水につける。
①とともに盛り合わせ、かつお節を天盛りにする。
③カッコ内の調味料を合わせ、②にかける。

秋の味覚に柿を加えると、甘みが加わりひと味違った和え
物に！
緑黄色野菜は、細胞を修復したり、免疫力を高める働きが
あります。
感染症予防やがん予防にも効果があるので、積極的にとり
ましょう！緑黄色野菜は１人１日１２０g以上が目安です。

小松菜（緑黄色野菜）………１束
長いも（いも類） …………１６０g
だし汁…………大さじ２・２／３�
�
�薄口しょうゆ…大さじ１・１／３
かつお節 ………………………４g

ワンポイント
アドバイス

������

栄養価１人分：エネルギー３８kcal、たんぱく質２．４g
脂質０．２g、塩分１．０g 野菜総重量５０g
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もりした り あ

森下莉愛ちゃん
H２４．１２．２７生（２歳・女）
神領字北

たにわきゆう と

谷脇悠斗くん
H２３．１１．１０生（３歳・男）
下分字安吉

表
◆

紙
◆

ル
◆

ポ
◆

ル
◆

タ
◆

ー
◆

ジ
ュ

ま

ろ
ざ
ん

第
十
二
番
札
所

摩
廬
山
焼
山
寺

一
本
杉
の
根
元
で
疲
れ
て
眠
っ
て

お
ら
れ
た
お
大
師
さ
ん
を
、
阿
弥
陀

如
来
さ
ま
が
起
こ
さ
れ
た
。
目
を
開

け
る
と
、
向
か
い
の
山
は
毒
蛇
の
た

め
に
一
面
の
火
の
海
と
な
っ
て
い

る
。
お
大
師
さ
ま
は
、
身
を
清
め
、

印
を
結
び
、
真
言
を
唱
え
な
が
ら
進

ま
れ
る
と
、
先
の
火
が
し
だ
い
に
消

え
た
。
大
き
な
岩
の
あ
る
九
合
目
ま

で
行
か
れ
た
と
き
、
毒
蛇
が
姿
を
現

し
お
大
師
さ
ん
に
飛
び
か
か
っ
て
き

た
。
こ
の
時
、
虚
空
蔵
菩
薩
が
現
わ

れ
、
大
師
を
助
け
毒
蛇
を
岩
窟
に
封

じ
込
め
た
。
お
大
師
さ
ん
は
そ
こ
に

ご

ま

三
面
大
黒
天
を
自
ら
彫
り
、
護
摩
の

秘
宝
を
修
さ
れ
て
安
置
し
た
。

焼
山
寺
の
本
尊
が
虚
空
蔵
菩
薩
で

あ
る
の
は
こ
の
た
め
で
、
山
号
・
摩

廬
山
（
梵
語
で
水
輪
の
こ
と
）
焼
山

寺
の
寺
名
と
な
っ
た
。（
神
山
の
民

俗
よ
り
）

次回は、平成２４～２６年
生まれで１月・２月が誕
生日の子（町内に住所を
有すること）を募集しま
す。
掲載を希望する方は、
役場広報編集委員会まで
写真を送付してくださ
い。締切は１２月１５日です。
※掲載回数は１回までで
す。複数回の掲載はでき
ませんのでご了承くださ
い。

にし の ゆ め

西野結愛ちゃん
H２４．１２．１２生（２歳・女）
鬼籠野字一ノ坂

まちのたからもの
た

たに

谷 ひなのちゃん
H２５．１２．７生（１歳・女）
阿野字歯ノ辻

心 よ
り お 慶 び 申 し 上 げ ま す

祝 歳
～元気なおじいちゃん　おばあちゃん～

祝 歳
じいちゃん　おば
100

やまもと

山本ミチヱさん
上分字川又南

平成２６年１０月２０日に山本ミチヱさんが１００歳の誕
生日を迎えられました。心からお慶び申し上げま
す。
１００歳のお祝いには、ご親族の皆様がお祝いに駆
けつけ、また国・県・町より祝い状と記念品が贈
られました。
町内の１００歳以上の方は、山本さんで９名となり
ました。
これからも、ますますお元気でいらっしゃいま
すようお祈り申しあげます。

２２広報かみやま No.２９４
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